
市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

令和　　　年　　　月　　　日

鹿児島県垂水市長　殿
整理番号

住　所

※住民税が
課税されて
いる住所を
ご記入くだ
さい

〒 フリガナ

氏名

個人番号

電話番号 生年月日 ・ ・

　「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項
に規定する個人番号をいう。）を記載してください。
　あなたが支出した地方税法第37条の２(第314条の７)第２項に規定する特例控除対象寄附金(以下「特例控除対象寄附金」という。)
について、同法附則第７条第１項（第８項）の規定による寄附金税額控除に係る申告の特例（以下「申告の特例」という。）の適用
を受けようとするときは、下の欄に必要な事項を記載してください。
（注１） 　上記に記載した内容に変更があった場合、申告特例対象年の翌年の１月10日までに、申告特例申請事項変更届出書を提出

してください。
（注２） 　申告の特例の適用を受けるために申請を行った者が、地方税法附則第７条第６項（第13項）各号のいずれかに該当する場

合には、申告特例対象年に支出した全ての寄附金（同項第４号に該当する場合にあっては、同号に係るものに限る。）につ
いて申告の特例の適用は受けられなくなります。その場合に寄附金税額控除の適用を受けるためには、当該寄附金税額控除
に関する事項を記載した確定申告書又は市町村民税・道府県民税の申告書を提出してください。

１．当団体に対する寄附に関する事項
寄附年月日 寄附金額

令和　　　年　　　月　　　日  円

２．申告の特例の適用に関する事項
　申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができます。①及び②に該当する場合、それぞれ
下の欄の□にチェックをしてください。

① 地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者である □

（注） 　地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者とは、(1)及び(2)に該当すると見込まれる者をいい
ます。

(1) 特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第１項の規定による申告書を提出する義務がな
い者又は同法第121条（第１項ただし書を除く。）の規定の適用を受ける者

(2) 特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税・道府県民税について、当該寄附金に係
る寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民税の申告書の提出（当該申告書の提出がされたものと
みなされる確定申告書の提出を含む。）を要しない者

※確定申告及び住民税申告が不要である場合に限りチェックしてください。（チェックがない場合、申請できません。）

② 地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者である □

（注） 　地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者とは、この申請を含め申告特例対象年の１月１日か
ら12月31日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体の長の数が５以下であると見込まれる者をいいます。

※ワンストップ特例申請で寄附をする市町村数が、年間で５市町村以下であると見込まれる場合のみ、チェックをしてください。
（チェックがない場合は申請できません。）

---------------------------------------------　　　（切り取らないでください。）　　　---------------------------------------------

【その他注意事項】
・上記個人番号欄に「マイナンバー（個人番号）」をご記入ください。
・公的個人番号認証アプリ「IAM」や「さとふるアプリdeワンストップ申請」で、
オンラインにて、ワンストップ特例申請される方は、こちらの申請書類の返送は不要です。
・こちらの申請書で申請される方は、寄附をした翌年1月10日（必着）までにご提出ください。
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ワンストップ特例申請（寄附金税額控除に係る申告特例申請）には、申告特例申請書とあわせて、
「個人番号確認」と「本人確認」書類の両方のご提出が必要です。下記を参考にご用意いただき、この用紙に

貼り付けてご提出ください。
【提出期限】令和 8  年 1月 10 日（必着）　※ 1 月 7 日までのご投函をお願いします。

※期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

①個人番号確認書類の貼り付け欄
「個人番号カード裏面の写し」又は「通知カードの写し」又は「個人番号が記載された住民票」を貼り付けてください。

※「通知カードの写し」を添付する場合、転居等で裏面の住所記載がある場合は、表面及び裏面の写しも貼り付けてください。
※「住民票の写し」の場合は、のり付けせずに、同封にてご提出ください。

②本人確認書類の貼り付け欄
「個人番号カード表面の写し」又は「各種身分証明書の写し」について、下記組み合わせ例をご確認のうえ、貼り

付けてください。　　　　　　　　　※運転免許証等の身分証明書の写しを添付する場合、転居等で裏面の住所記載がある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場合は、表面及び裏面の写しも貼り付けてください。　

垂水市ふるさと納税令和 7 年寄附分
ワンストップ特例申請書に係る添付台紙

◎個人番号カード裏面の写し

↓この枠内に書類を貼り付けてください。

↓この枠内に書類を貼り付けてください。

又は 又は

◎通知カードの写し（表面と裏面） ◎個人番号が記載された住民票

※裏面は住所変更等があった際に、新しい住所等が記載されているため必要です。
住所変更がない場合は不要です。
※通知カードは、令和２年５月25日以降、新規発行や再交付ができなくなっています。
同日以降、氏名・住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバー
が記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

※表面

※裏面

※公的個人認証アプリ「I AM」や「さとふるアプリ（さとふるご寄附者のみ）」にてオンラインでのワンストップ申請を
される方については、こちらの申請書類の送付は不要です。

①個人番号確認書類 ②本人確認書類




